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本日の議事

• 理事長挨拶

• 職員紹介

• 機械施設貸付事業の概要

• 機械施設貸付事業の注意点

① 委託事業

② 貸付団体 等

③ 再貸付契約書作成、譲渡物件の名義変更

④ 動産総合保険の保険料改定 等



畜産事業部 担当職員 紹介

氏名 担当業務、地域

伊藤和夫 畜産事業部長、担当理事

戸倉 智 全体統括、委託事業、調査研究事業
担当地域：東京都

山中 康宏 会議調整他 （馬事事業部兼務）
担当地域：北海道、東北、茨城県

森谷 開 担当地域：関東、南部九州、沖縄

渡邉 恵子 契約変更、保険業務等
担当地域：北陸、近畿、中国、北部九州

内田 壽子 貸付料請求、システム等
担当地域：中部、四国

育児休暇中：藤本 陽



本日の説明

１．機械施設貸付事業の概要

２．機械施設貸付事業の注意点

① 委託費

② 貸付団体 等

③ 再貸付契約書作成、譲渡物件の名義変更

④ 動産総合保険の保険料改定 等



１．機械施設貸付事業の概要



しています。

畜産関係施設貸付事業は、公益事業目的として畜産関
係事業者に機械施設のリース方式による導入・整備を支
援し、畜産農家等の近代化と体質強化を通じて畜産の振
興等に寄与することを目的としています。

畜産関係施設貸付事業 とは

畜産施設貸付事業は、地方競馬全国協会の支援による
事業基本金を原資として畜産協会等畜産関係団体、農業
協同組合及び農協業同組合連合会、販売業者等の協力
を得て実施しています。



機械購入の目的

単純更新 経営の維持

新規購入 生産性の向上

（生産量増、家畜増頭、6次化）

効率化、労働負担の軽減

飼養衛生管理の強化

環境保全、家畜排せつ物処理



• 自己資金 減価償却費で機械導入準備

• 補助事業の活用 ・・・補助残リース

• 制度資金の利用 ・・・低利、繰り延べ

• 金融機関からの借入金 ・・・金利上昇懸念、手続き

これら手段がうまくいかない時、踏み切れない時など

リース方式の貸付
割賦販売、レンタル

機械の購入手段



•割賦販売 商品代金を分割で支払う契約
携帯電話、自動車、家電など高額商品でよく利用

•期間が長くなれば、金利はさらに高くなる。
年率換算で10〜15％程度が目安です。
ただし契約条件によって変動するため、購入前に「現金販売価

格」と「割賦販売価格」の差を確認することが重要

割賦販売とは
（参考）





リースを利用した人の
理由を聞きました。

手続が簡単で早く、急な対応が可能

銀行の借入枠を温存できる。

借入が難しい高齢者、新規就農者も申請可能

安価な保険料で広範囲をカバーする動産保険

銀行等の借入より審査が通りやすい。

投資コストの平準化ができる。

原則、担保・保証人が不要。 頭金が要らない。

中古品、部分品でも対応

最新機種の導入が容易

多額の初期投資なしに多種の機械を利用可能

手持資金に余裕を持たせたい。

金利変動リスクを回避できる。



生産者に代わって畜産関係機械等を代替購入、

それを生産者に貸出し、リース料として分割して支払い、

支払いが終われば、

・ リース再契約 民間リース会社に多い

機械の買取・廃棄

生産者に譲渡 など

など

「リース（lease）」とは「借りる」こと

機械リースとは





〇 リースとは？

ユーザー（借受者＝生産者等）が借りたいと思った機械
施設を長期的に貸借すること



民間リース会社に多い畜産近代化リース



（参考）



（参考）

畜産コンサルタント９月号

畜産技術協会2024、9月号





自由な機械・販売業者選定

中古機械

部分貸付け

設置費用も可

ご自身で価格交渉が可能



簡素な審査

迅速な手続き
申請受付から契約まで
約７０％が３営業日内

農協等を通じてのリース申請
なので、審査書類も少なく
手続がスムーズ



低利でわかりやすい支払額

サービス料や手数料一切なし



広範囲なリース対象

各種検査機器、消毒器具、アイスクリーム製造機、食肉加工機械、業務用パソコン等



畜近リース事業の種類

★ 通常リース ★

★ 補助付きリース ★

（国等の事業名） （当協会事業名）

・畜産クラスター事業 ・・・・・・・・・ 畜産特定補助リース

・ICT事業
・楽酪GO事業 ・・・導入促進負担リース
・中央酪農会議補助事業
・都道府県補助事業



２つのリース方式

☆ 直貸方式



リース貸付事業の実績

（参考）



畜近リース事業 実績概要



畜近リース事業 実績概要



畜近リース事業 実績概要



２．機械施設貸付事業の注意点

① 貸付事業指導等委託事業
② 貸付団体 等



① 貸付事業指導等委託事業について



委託費の使用は全体の限度額内で柔軟に

令和７年度、全体的に引上げ方向で算定方法
を調整しました

委託事業の実施にあたって

道府県畜産協会への
指導等委託事業に関して



・ 人件費の割合が2/3を超えてしまう（実績）
…どうぞ事前にご相談ください

お問合せのある事項

道府県畜産協会への指導等委託事業に関して

・ 機械施設の確認 と 新規開拓 の間で流用 OK

・ 調査対象となる貸付中の機械がない（計画作成時）

…計画は仮で構いませんので、年度内に現地調査を実施するものとして

計画の作成をお願いします

・ 計画と実績で費目が一致していなくても OK

…計画と同じ費目しか使用できない？…×
計画にある費目は必ず支出？…×



•実施報告書での実施日数・時間数

•完了報告書で請求されている人件費、旅費等
費用に係る計上日数・時間数

⇒一致するように記載をお願いいたします。

実施報告・完了報告

における実施日数について

道府県畜産協会への
指導等委託事業に関して



•畜産協会から農協等（借受者や再貸付団体）へ
連絡を取った上で実施

•必要に応じて立会いを依頼

•農協等におかれましては、調査立会い、日程
調整などの畜産協会からの依頼に、できる限
りご協力をお願いいたします。

現地確認調査に

ご協力を

道府県畜産協会への
指導等委託事業に関して



② 貸付対象の畜産関係団体について



各種畜産関係団体への貸付けのご案内

生産者向けだけでなく

（例）・ 農協…酪農、畜産など専門農協も

・ 畜産協会

・ 家畜市場、食肉公社

･ 公社の牧場 などで利用する機械

団体で使用する機械施設を

畜近リースで！



各種畜産関係団体への貸付けのご案内

・ 生乳検査機器

高額の検査機器も畜近リースで

・ 集乳車、ミルクローリー

タンク部分のみ、流量計のみ 部分更新のリース利用も可能

事例１ 酪農農協

事例２ 家畜市場

・ とある県の家畜市場

貸付機械例：セリシステム 約450万円

・ システム更新と併せて

サーバーPC クライアントPC



各種畜産関係団体への貸付けのご案内

・ 農協が運営する販売店

陳列用の冷凍・冷蔵庫、ショーケース
食肉食鶏の流通のために

・ 精液・受精卵保管機器

（他の畜産関係団体、専門農協でも）

事例３ 畜産農協

事例４ 食肉公社の工場

・ 自治体が出資する公社の工場
・ 貸付機械例： 電撃装置 約1億円

皮剥機 約7,000万円

冷水器 約5,000万円

食肉処理用の高額機械の導入に



各種畜産関係団体への貸付けのご案内

・ 自治体が出資する公社の牧場

・ 貸付機械：スキッドステアローダー 約５００万円

事例５ 公社の牧場

ご利用いただける団体は他にも

例えば

都道府県の農業共済連合会
家畜診療・保健・衛生関係、診療用車両もOK

各地（都道府県等）の農業公社
畜産向けの草地造成用機械として、トラクターや各種作業機

など



② その他
中古機械の貸付けにあたっての留意点



・要確認借受者、再貸付団体にも団体ごとに必要

・貸付申請時、販売業者、借受者、再貸付団体

の許可証のコピーを必ず添付

中古機械の貸付け

申請時のご注意① 古物商許可

申請時のご注意② 貸付期間

・ 機械の新品の法定耐用年数と残存期間との関係

で決定

・ 短縮・延長は不可



申請時のご注意③ 添付書類

中古機械の貸付け

貸付申請書の添付書類（通常新品時の添付書類に加えて）

□ 古物商許可証のコピー

□ 「中古の貸付施設申告書」
・製造業者名、製造年月日

・これまでの使用歴（使用年数）

・点検整備状況

・交換部品の供給体制、メンテナンス体制

などについて、販売業者に記入させ提出
（様式あり）



・ 畜産関係のどんな種類の機械でも

・ 残存0年以下でも貸付け可

・ 要「古物商許可」…農協、販売業者

・ 貸付年数は短縮・延長不可

・ 「中古の貸付施設申告書」提出

・ 新品時の販売価格を上回らないこと

中古機械の貸付け まとめ

中古機械の貸付け



２．機械施設貸付事業の注意点

③ 再貸付契約書作成、
譲渡物件の名義変更

④ 動産総合保険の保険料改定



【再貸付契約書】は、インボイス（適格請求書）の機能
を兼ねています！

リース協会が提供（ホームページにて）している様式の
別表１を【再貸付契約書】として利用する場合は、

それぞれの団体のインボイス番号を入れてください

リース協会⇔【貸付契約書】⇔A⇔【再貸付契約書】⇔B

再貸付契約書作成時の注意点①



設置
場所
(3)

納入
期限
(4)

消費税抜
(9)+(10)

消費税相
当額(11)

計
(12)

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

合計 基

・　※印の消費税相当額の消費税率　すべて１０％

再貸付期間　　令和　年　月　日　～　令和　　年　月　日

　ただし、備考欄　 の施設は令和　　年　月　日まで　借受者名　

再貸付
団体名

(1)

最終
借受者名(2)

協会が指定する
機械施
設名
(5)

銘柄
(6)

型式
(7)

能力
(8)

取得に要した価額（円） 協会
の標示

(ﾘｰｽ番号)
(13)

販売業者
(14)

備　考

機械施設
の価額
（円）

消費税抜
(9)

その他の経
費（円）

消費税抜
(10)

・　Aの適格請求書発行事業者の登録番号　「T0-0000-0500-0000」

別表１

【再貸付の場合】
リース協会⇔【貸付契約書】⇔A⇔【再貸付契約書】⇔B

団体Aの番号

再貸付契約書作成時の注意点②



設置
場所
(3)

納入
期限
(4)

消費税抜
(9)+(10)

消費税相
当額(11)

計
(12)

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

合計 基

・　※印の消費税相当額の消費税率　すべて１０％

再貸付期間　　令和　年　月　日　～　令和　　年　月　日

　ただし、備考欄　 の施設は令和　　年　月　日まで　借受者名　

再貸付
団体名

(1)

最終
借受者名(2)

協会が指定する
機械施
設名
(5)

銘柄
(6)

型式
(7)

能力
(8)

取得に要した価額（円） 協会
の標示

(ﾘｰｽ番号)
(13)

販売業者
(14)

備　考

機械施設
の価額
（円）

消費税抜
(9)

その他の経
費（円）

消費税抜
(10)

・　Aの適格請求書発行事業者の登録番号　「T0-0000-0500-0000」

別表１

【再貸付の場合】
リース協会⇔【貸付契約書】⇔A⇔【再貸付契約書】⇔B

借受者名 

貸付開始日 貸付期間

－ 円 円

－

－

－

－

－

－

－

－

－

合計 基

保険料率
(千円につき)

残価率
保険料
負担額

備　考

動産総合保険・保険料負担額の明細（　　年　　月末日納入額）
リ ー ス 物 件 動 産 総 合 保 険 通 知 書 （ 加 入 ）

貸付期間
保険料率
摘要区分

保険金額
(取得に要
した価額)

再貸付
団体名

最終
借受者名

設置場所
協会の標示
(ﾘｰｽ番号)

機械施設名

別表２－②

再貸付契約書作成時の注意点③

借受者名 借受者名



別表２

【再貸付の場合】
リース協会⇔【貸付契約書】⇔A⇔【再貸付契約書】⇔B

再貸付契約書作成時の注意点④

貸付年度 貸付事業番号 契約番号 借受者番号

譲渡価額等 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第１０回 第１１回 第１２回 第１３回

動産総合
保険料
負担額

(　年　月末日納) (　年　月末日納) (　年　月末日納) (　年　月末日納) (　年　月末日納) (　年　月末日納) (　年　月末日納) (　年　月末日納) (　年　月末日納) (　年　月末日納) (　年　月末日納) (　年　月末日納) (　年　月末日納) (　年　月末日納) (　年　月末日納)

基本貸付料

消費税額 消費税額 附加貸付料

消費税額

基本貸付料

小　計 　　基 消費税額 附加貸付料

消費税額

合　計 　　基 ―

単位：円　

区分 貸付料合計

　（注）　動産総合保険料負担額の明細は、別表２－②のとおりである。

貸付先コード

事業コード

最終借受者名
協会の標示

（リース番号）
取得に要
した価額

貸付期間
貸　付　料　等　支　払　計　画　一　覧　表

借受者コード、
事業コード

貸付事業番号、
契約番号、
借受者番号



リース協会から借受者へ

所有権が譲渡される譲渡（名義変更）日は？

すべての貸付料及び譲渡価額等がリース協会に納入された日
貸付期間終了日が

上半期の場合は、９月末日期限

下半期の場合は、３月末日期限

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ただし、貸付期間終了前にすべての貸付料及び譲渡価額等が

リース協会に納入されたときは

貸付期間の最終日

譲渡物件の名義変更について①



基本的には手続きをすることなく、

譲渡日に所有権が移行される

リース協会⇒借受者（貸付契約書第２２条第１項）

例外あり！

①運輸局登録車両

②市町村登録車両

③軽自動車検査協会登録の車両

は、名義変更が必要です

手続きは譲渡日を経過したのち、速やかに行ってください

手続きを怠ると車両の廃車等ができません

譲渡物件の名義変更について②



２．機械施設貸付事業の注意点

④ 動産総合保険の保険料改定 等



保険の仕組み

★ 動産総合保険

★ 信用保険

不慮の事故等について発生した損害
を補償する保険

リース料等を払えなくなった場合に
保険会社が肩代わりして払う保険

個人加入より割安な保険料で
広い補償範囲と金額的免責なし



動産総合保険の仕組み

１．動産総合保険とは

偶然発生した事故に対する損害を幅広く保証

なお、道路法上の道路及び道路運送上の「自

動車道」を走行中の損害は対象外になる。

２．災害にも対応

火災、落雷、台風、水害、盗難にも対応

なお、地震、噴火、津波は対象外



３．免責事項（保険金が支払われない場合）

動産総合保険の約款及び特約による免責事由・故意、

重大な過失／使用人等の不正行為／戦争、その他変乱

／道路走行中の損害／自然損耗、劣化、変質、瑕疵

４．保険金金額

保険金額は、リース期間経過とともに逓減する。

（保険金額：残リース料相当額をカバー）

なお、修理可能な場合は修理代全額の上限内

修理不可能（全損）の場合は残リース料をカバーし、

          保険契約が終了する。

個人加入より割安な保険料で
広い補償範囲と金額的免責なし



・令和2年度から保険金の過払い状態が続き
・令和6年度に値上げ、保険金と保険料が拮抗
・直近1か年（R6.8～R7.7）は、117％と過払い



事故事例
雨の日に草地の土手から滑落、横転

修理費用 約８００万円 保険金支払い



平成25年から令和5年までの207件の保険事故うち、
145件、70.0％は人為ミスで、次いで機械自体の故障は32件（15.0％）、
自然災害30件（14.5％）となっている。



• 人為ミスのうち、他律的なミスは5.5％のみで、
自らの管理ミスが94.5％

• 自らの管理ミスのうち、

    畜舎など屋内での事故が、93.4％

• バルククーラー、ロールベーラー、ホイルローダーの
事故が多い。

機械の損耗防止、長期使用は、
畜産経営においても経費削減にとって大きな課題

保険事故の特徴



Reiwa 

令和８年4月1日から動産総合保険料の引上げ実施予定。
値上げ率は５０％ 

皆様方のための動産
総合保険です。安定
した経営のためにも、
事故防止に務めま
しょう。



•畜産クラスター事業など補助事業を活用した貸
付事業において、信用保険の補償範囲を補助金
まで広げてほしいとの要望を受け、これまで貸
付実績のあった農協等を対象にアンケート調査
を実施。

•現在、調査結果を分析中、少なくとも来年度当
初からの信用保険の見直しには至っていない。

信用保険見直しの検討
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